
高
齢
者
医
療
・
福
祉
制
度
の
改
革
に
つ
い
て
（
中
間
報
告
）

【
中
間
施
設
の
具
体
化
に
関
す
る
提
言
】

昭
和
6
0
年
7
月
（
社
）
社
会
経
済
国
民
会
議
医
療
制
度
問
題
特
別
委
員
会

提
　
　
　
言

一
中
間
施
設
の
在
り
方
に
関
す
る
提
言

年
金
に
よ
る
老
後
の
所
得
保
障
と
病
気
の
と
き
の

医
療
保
障
が
高
齢
者
の
福
祉
に
と
っ
て
基
本
的
な
も

の
で
あ
る
よ
う
に
、
寝
た
き
り
な
ど
で
介
護
を
必
要

と
す
る
場
合
に
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
な
制
度
的
保
障
を
確
立
す
る
こ
と
も
、

所
得
保
障
と
医
療
保
障
に
準
ず
る
高
齢
者
福
祉
政
策

で
あ
る
。
こ
と
に
医
療
と
介
護
の
両
方
を
必
要
と
す

る
高
齢
者
が
利
用
で
き
る
病
院
と
老
人
介
護
施
設
の

中
間
的
施
設
の
制
度
化
が
急
が
れ
て
い
る
。

わ
が
国
の
病
院
に
は
六
十
五
歳
以
上
の
高
齢
者
の

四
％
以
上
が
入
院
し
て
お
り
、
高
齢
者
の
平
均
入
院

日
数
も
九
〇
日
以
上
で
欧
米
諸
国
に
比
べ
て
著
し
く

高
い
。
し
か
し
、
長
期
入
院
患
者
の
半
分
ほ
ど
は
医

学
的
治
療
と
い
う
よ
り
も
、
主
と
し
て
重
介
護
か
リ

ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
必
要
と
し
て
お
り
、
病
状
が
固

定
し
て
い
て
入
院
の
必
要
性
が
必
ず
し
も
な
い
患
者

で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
人
々
に
対
し

て
は
、
で
き
る
か
ぎ
り
日
常
的
生
活
環
境
に
近
い
と

こ
ろ
で
、
し
か
も
社
会
全
体
と
し
て
の
医
療
費
と
福

祉
費
用
の
膨
張
を
避
け
な
が
ら
、
安
心
し
て
介
護
を

受
け
ら
れ
る
在
宅
介
護
体
制
と
中
間
施
設
を
つ
く
る

こ
と
が
今
後
の
重
要
な
政
策
課
題
に
な
っ
て
い
る
。

中
間
施
設
に
は
い
ろ
い
ろ
な
形
態
が
考
え
ら
れ
る

が
、
本
中
間
報
告
で
取
り
上
げ
る
の
は
主
と
し
て
病

院
と
老
人
福
祉
施
設
と
の
中
間
施
設
で
あ
る
。
そ
れ

は
同
時
に
在
宅
療
養
と
施
設
入
所
が
循
環
し
得
る
よ

う
な
機
能
を
備
え
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
中
間
施
設
に
お
い
て
重
介

護
と
医
療
を
行
う
場
合
に
問
題
と
な
る
の
は
そ
の
費

用
負
担
の
方
法
で
あ
る
。
そ
こ
で
病
院
と
老
人
福
祉

施
設
と
の
中
間
施
設
に
お
け
る
費
用
負
担
方
式
に
つ

い
て
次
の
よ
う
な
方
向
へ
の
改
革
を
提
言
す
る
。

①
ま
ず
基
本
方
向
と
し
て
は
、
寝
た
き
り
老
人
や

重
度
痴
呆
性
老
人
の
重
介
護
は
医
療
に
準
ず
る
ほ
ど

の
基
本
的
ニ
ー
ズ
で
あ
り
、
そ
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ミ

ニ
マ
ム
は
医
療
の
場
合
に
準
じ
て
社
会
保
険
等
の
社

会
保
障
に
よ
っ
て
保
障
さ
る
べ
き
で
あ
る
。

②
こ
の
よ
う
な
要
介
護
老
人
は
、
医
学
的
治
療
が

必
要
で
な
い
か
ぎ
り
、
家
族
に
過
大
な
負
担
を
か
け

ず
に
で
き
る
だ
け
在
宅
で
日
常
的
生
活
が
で
き
る
こ

39
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と
を
可
能
に
す
る
よ
う
な
在
宅
介
護
体
制
を
確
立
す

る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
が
、
在
宅
介
護
が
困
難
な
場

合
に
は
中
間
施
設
で
介
護
で
き
る
シ
ス
テ
ム
を
つ
く

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
在
宅
介
護
体
制
を
補
完
で
き
る
よ

う
に
、
社
会
保
険
及
び
公
費
に
よ
る
費
用
の
支
払
い

と
自
己
負
担
の
方
式
を
改
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

①
す
な
わ
ち
、
在
宅
介
護
が
困
難
で
あ
り
、
重

介
護
と
若
干
の
医
療
（
看
護
を
含
む
）
を
必
要
と

す
る
が
病
院
へ
の
入
院
を
必
要
と
し
な
い
高
齢
者

の
場
合
に
は
、
病
院
と
老
人
福
祉
施
設
と
の
中
間

施
設
を
整
備
し
て
介
護
を
行
い
、
医
療
給
付
部
分

と
重
介
護
の
費
用
に
つ
い
て
は
医
療
の
看
護
に
準

じ
て
社
会
保
険
の
対
象
と
す
る
。

一
方
、
生
活
費
に
関
し
て
は
、
原
則
と
し
て
受

益
者
（
本
人
及
び
扶
養
の
義
務
者
）
の
負
担
と
す

る
。
た
だ
し
低
所
得
者
層
は
所
得
に
応
じ
て
減
免

す
る
。

②
病
院
と
老
人
福
祉
施
設
と
の
中
間
施
設
に
お

け
る
医
療
給
付
に
関
し
て
は
老
人
保
健
法
を
適
用

す
る
。

③
重
介
護
費
用
の
支
払
い
の
方
式
に
つ
い
て
は
、

社
会
保
障
制
度
審
議
会
の
建
議
と
同
様
に
段
階
的

定
額
制
を
採
用
し
、
老
人
保
健
法
が
適
用
さ
れ
る

医
療
給
付
に
関
し
て
も
部
分
的
に
こ
の
方
式
を
導

入
す
る
。

④
病
院
と
老
人
福
祉
施
設
と
の
中
間
施
設
と
し

て
は
、
1
老
人
病
院
等
医
療
施
設
か
ら
の
移
行
、

2
老
人
ホ
ー
ム
か
ら
の
移
行
、
3
全
く
新
し
い
総

合
施
設
と
し
て
の
設
立
、
が
考
え
ら
れ
る
が
、
い

ず
れ
の
場
合
に
も
前
記
の
よ
う
な
同
一
の
費
用
負

担
方
式
を
適
用
す
る
。
中
間
施
設
の
経
営
主
体
と

し
て
は
、
公
、
私
、
社
会
福
祉
法
人
な
ど
種
々
の

場
合
が
考
え
ら
れ
る
が
、
重
介
護
に
関
し
て
は
、

基
本
的
条
件
を
満
た
す
か
ぎ
り
、
同
様
の
費
用
負

担
方
式
を
達
用
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

⑤
医
療
と
重
介
護
機
能
を
合
わ
せ
も
っ
た
こ
の

よ
う
な
中
間
施
設
は
、
居
住
地
に
近
く
、
開
か
れ
、

た
身
近
な
施
設
と
さ
る
べ
き
で
あ
り
、
で
き
る
か

ぎ
り
近
隣
の
在
宅
の
要
介
護
老
人
の
た
め
の
デ
イ
・

ケ
ア
・
セ
ン
タ
ー
と
し
て
の
機
能
を
付
加
し
た
複

合
的
な
施
設
に
す
べ
き
で
あ
る
。
現
行
の
補
助
金

制
度
の
下
で
は
、
施
設
の
複
合
化
は
地
方
自
治
体

の
費
用
負
担
を
過
大
に
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ

う
な
ら
な
い
よ
う
に
補
助
金
制
度
に
つ
い
て
も
改

め
る
べ
き
で
あ
る
。

⑥
在
宅
で
の
重
介
護
に
関
し
て
は
、
中
間
施
設

に
お
け
る
重
介
護
と
の
受
益
者
（
家
族
を
含
む
）

の
費
用
負
担
の
公
平
性
を
十
分
考
慮
し
て
、
所
得

税
上
の
減
免
ま
た
は
在
宅
介
護
手
当
に
よ
っ
て
バ

ラ
ン
ス
を
図
る
べ
き
で
あ
る
。

二
　
医
療
と
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
連
携
と

家
庭
医
の
在
り
方
に
関
す
る
提
言

人
生
八
〇
年
時
代
を
迎
え
て
、
今
や
社
会
的
要
請

は
健
や
か
に
生
き
る
こ
と
に
重
点
が
移
行
し
つ
つ
あ

る
。
人
口
の
高
齢
化
の
進
行
に
伴
っ
て
、
患
者
と
の

人
間
的
接
触
を
継
続
的
か
つ
包
括
的
に
保
ち
、
治
療

だ
け
で
な
く
介
護
も
必
要
と
す
る
プ
ラ
イ
マ
リ
・
ヘ

ル
ス
・
ケ
ア
を
地
域
社
会
の
中
で
行
っ
て
い
く
こ
と

が
要
請
さ
れ
て
い
る
。
プ
ラ
イ
マ
リ
・
ヘ
ル
ス
．
ケ

ア
体
制
の
確
立
は
在
宅
療
養
と
在
宅
介
護
体
制
を
確

立
し
て
、
中
間
施
設
入
所
と
在
宅
療
養
と
の
循
環
を

可
能
に
す
る
前
提
条
件
で
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
中

間
施
設
の
充
実
に
加
え
て
、
次
に
述
べ
る
方
向
で
保

健
、
医
療
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
連
携
を
密
に
し
た
総

合
シ
ス
テ
ム
化
を
推
進
し
て
い
く
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

一
医
師
及
び
看
護
婦
ま
た
は
保
健
婦
と
ソ
ー
シ
ャ

ル
・
ワ
ー
カ
ー
、
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
等
と
の
人
的
連

携
を
推
進
す
る
た
め
に
、
各
地
域
で
保
健
、
医
療
、

福
祉
サ
ー
ビ
ス
関
係
者
に
よ
る
合
同
の
チ
ー
ム
づ
く

り
が
必
要
で
あ
る
。
と
く
に
サ
ー
ビ
ス
の
対
象
者
が



在
宅
、
中
間
施
設
、
病
院
の
う
ち
ど
こ
で
サ
ー
ビ
ス

を
受
け
る
か
に
つ
い
て
は
、
本
人
の
意
思
を
尊
重
し

つ
つ
、
こ
の
よ
う
な
チ
ー
ム
あ
る
い
は
そ
の
責
任
者

に
よ
っ
て
決
定
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
施
設
と

サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
に
対
し
て
は
、
窓
口
を
一
本
化

し
て
便
宜
を
図
る
べ
き
で
あ
る
。

二
医
学
教
育
に
お
い
て
は
、
健
康
学
や
老
人
福
祉

サ
ー
ビ
ス
の
関
連
科
目
も
重
視
し
て
、
専
門
医
の
養

成
と
同
時
に
総
合
的
健
康
管
理
と
福
祉
面
を
十
分
配

慮
し
て
、
個
々
の
専
門
性
を
統
合
し
た
総
合
的
な
プ

ラ
イ
マ
リ
・
ヘ
ル
ス
・
ケ
ア
を
行
う
こ
と
の
で
き
る
医

師
（
家
庭
医
な
い
し
総
合
健
顔
管
理
医
）
を
積
極
的

に
養
成
す
る
必
要
が
あ
る
。
あ
わ
せ
て
、
在
宅
療
養
・

在
宅
介
護
を
促
す
よ
う
に
家
庭
医
な
い
し
総
合
健
療

育
理
医
の
診
療
報
酬
体
系
も
改
め
る
べ
き
で
あ
る
。

三
地
域
に
お
け
る
家
庭
医
と
と
も
に
、
職
域
に
お

い
て
は
産
業
医
、
産
業
保
健
婦
を
充
実
さ
せ
て
、
各

職
場
に
お
け
る
プ
ラ
イ
マ
リ
・
ヘ
ル
ス
・
ケ
ア
を
推

進
す
べ
き
で
あ
る
。
中
小
の
事
業
所
に
お
い
て
は
共

同
し
て
産
業
医
な
い
し
は
産
業
保
健
婦
を
雇
用
す
る

こ
と
が
望
ま
れ
る
。

四
家
庭
医
な
い
し
産
業
医
と
専
門
医
及
び
高
度
の

医
療
機
能
を
持
つ
病
院
と
の
有
機
的
連
携
を
可
能
に

す
る
シ
ス
テ
ム
を
地
域
ご
と
に
つ
く
る
こ
と
が
必
要
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で
あ
る
。
政
府
は
目
下
、
地
域
ご
と
の
医
療
供
給
体

制
の
整
備
に
必
要
と
さ
れ
る
事
項
を
含
ん
だ
医
療
法

の
改
正
を
予
産
し
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
な
法
制
上

の
措
置
と
と
も
に
、
保
健
、
医
療
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス

の
各
領
域
に
お
け
る
縦
割
り
の
集
権
的
な
行
政
制
度

を
改
め
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
な
お
、
地
域
医
療
計

画
の
策
定
に
当
た
っ
て
は
、
保
健
、
医
療
は
も
と
よ

り
福
祉
サ
ー
ビ
ス
と
の
違
携
に
つ
い
て
も
十
分
に
検

討
す
る
必
要
が
あ
る
。

五
非
常
に
高
額
な
医
療
機
器
等
に
関
し
て
は
、
各

地
域
の
医
療
圏
ご
と
の
適
正
配
置
を
計
画
す
る
と
同

時
に
、
家
庭
医
が
高
額
医
療
機
器
を
共
同
利
用
し
た

り
、
研
修
の
た
め
に
利
用
で
き
る
よ
う
に
す
る
措
置

を
講
ず
る
べ
き
で
あ
る
。

高
齢
者
医
療
・
福
祉
制
度
の
改
革

一
　
人
口
高
齢
化
の
医
療
費
へ
の
影
響

国
民
医
療
費
と
医
療
保
険
給
付
費
の
額
と
そ
の
対

国
民
所
得
比
を
増
加
さ
せ
る
要
因
と
し
て
は
、
人
口

の
高
齢
化
と
高
齢
層
自
体
の
高
齢
化
の
影
響
が
非
常

に
大
き
い
。
そ
れ
ゆ
え
高
齢
者
医
療
の
改
革
は
、
高

齢
者
の
福
祉
に
と
っ
て
も
医
療
費
の
安
易
な
膨
張
を

抑
制
し
て
、
人
々
の
医
療
ニ
ー
ズ
を
効
率
的
に
充
足

す
る
上
で
も
極
め
て
重
要
で
あ
る
。

『
厚
生
白
書
』
（
昭
和
5
9
年
版
）
に
よ
れ
ば
、
昭

和
五
十
年
度
か
ら
五
十
七
年
度
に
か
け
て
の
医
療
費

の
増
加
分
の
う
ち
の
四
五
・
二
％
は
六
十
五
歳
以
上

の
高
齢
者
の
医
療
費
の
増
加
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と

い
う
（
同
書
九
八
頁
）
。
現
在
、
老
人
保
健
法
の
対

象
者
は
人
口
の
六
％
程
度
で
あ
る
が
、
老
人
保
健
法

対
象
者
の
医
療
費
は
国
民
医
療
費
の
二
〇
％
近
く
を

占
め
る
。
昭
和
五
十
七
年
に
成
人
病
医
療
費
が
国
民

医
療
費
の
二
九
・
一
％
で
あ
っ
た
が
、
現
在
で
は
お

そ
ら
く
既
に
三
〇
％
を
越
し
て
い
る
も
の
と
推
測
さ

れ
る
。
昭
和
五
十
八
年
（
一
九
八
三
年
）
に
は
老
人

保
健
法
が
施
行
さ
れ
、
老
人
医
療
費
の
上
昇
は
一
時

小
さ
く
な
っ
た
が
、
人
口
の
高
齢
化
は
進
行
し
続
け

る
の
で
、
国
民
医
療
費
の
中
で
の
高
齢
者
医
療
費
の
比

重
は
長
期
的
に
は
上
昇
し
続
け
る
も
の
と
予
想
さ
れ
る
。

昭
和
五
十
七
年
度
（
一
九
八
二
年
）
　
の
わ
が
国
の

国
民
医
療
費
は
国
民
所
得
の
六
・
五
五
％
に
達
し
た

が
、
歯
科
お
よ
び
薬
局
調
剤
を
除
く
一
般
診
療
医
療

費
に
つ
い
て
み
る
と
、
そ
の
う
ち
の
三
分
の
一
ほ
ど

の
三
二
・
三
％
が
六
十
五
歳
以
上
の
高
齢
者
の
医
療

費
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
人
口
の
高
齢
化
に
伴
い
、

年
金
給
付
の
費
用
が
膨
大
に
な
っ
て
い
く
こ
と
は
周



裏1年齢階層別1人当たり平均医療費・

総　　　数

0　－14歳

l5－44歳

45－64歳

65歳以上

（70歳以上）

入　　院

49．0（100・0）

11．0（22．4）

27・6（56．3）

65．3（133・2）

202・4（413・0）

246・5（503・6）

＊一般診療医療費（歯科、薬局調剤を除く日

入院外

53．0（100・0）

25・7（48．5）

31．9（60・2）

78．5（160・2）

157・2（296・6）

174・2（328・7）

合　　計

102．0（100・0〉

36・7（36・0）

59・4（58・2）

143．9（141・1）

359・6（352・5）

420・6（412．4）

日勺は総数を100とした比率。j

裏2　受療率の推移
（単位：入日†一対）

昭 和 4 0 年 4 5 5 0 5 5 5 7

総　　　　　　 数 5 9 ・1 6 9 ．9 7 0 ．5 6 8 ．5 6 8 ・0

男 6 0 ．0 6 8 ・l 6 5 ・9 6 5 ．5 6 3 ・0

女 5 8 ・3 7 1 ．6 7 5 ・0 7 1 ．3 7 3 ．0

0　　　 一　　　 歳 7 5 ．1 9 1 ．0 7 7 ・3 6 9 ．1 6 9 ・2

1　　　 －　　　 4 5 7 ・3 8 1 ・4 7 2 ．2 6 7 ・9 6 5 ・1

5　　　 －　　　 9 ）　 4 2 ・6
6 4 ・6 6 9 ．4 6 4 ・2 5 7 ・6

1 0　　　 －　　　 1 4 3 5 ・8 3 8 ．6 3 8 ・9 3 4 ・6

1 5　　　 －　　　 1 9
）　 4 9 ．0

3 6 ・1 2 9 ・9 2 7 ．2 3 0 ．0

2 0　　　 －　　　 2 4 5 4 ・8 4 4 ・3 3 9 ．6 4 1 ・2

2 5　　　 －　　　 3 4 6 0 ・0 6 2 ．6 5 1 ・9 4 6 ．3 4 6 ．7

3 5　　　 －　　　 4 4 6 4 ・7 7 1 ・6 6 3 ．3 5 4 ・5 5 1 ．7

4 5　　　 －　　　 5 4 7 0 ・2 8 5 ・1 8 1 ・4 7 8 ・4 7 5 ．7

5 5　　　 －　　　 6 4 7 9 ・6 1 0 4 ．0 1 0 3 ．4 1 0 2 ・2 9 9 ・6

6 5　　　 －　　　 6 9
）　 8 3 ．5

1 1 6 ・0 1 3 3 ・8 1 3 3 ・8 1 3 6 ．7

7 0　　　 －　　　 7 4 1 1 6 ．9 1 8 8 ・6 1 8 4 ・7 1 8 2 ・8

7 5　　　 －　　　 7 9
） 6 5 ．9

．．・

1 0 7 ．6 1 9 9 ．9 1 9 3 ・8 2 0 6 ・4

8 0　 歳　 以　 」二 8 8 ・2 1 6 8 ・2 1 9 1 ・7 2 0 1 ・6

7 0　 一 （再 手鼻 ．） 1 0 8 ・0 1 8 7 ．5 1 8 9 ．2 1 9 4 ．5

号 ・ーV
3 5　　 －　　 4 4 6 4 ・7

ラi 二6 6 3 ．3 5 4 ・5 5 1 ．7

4 5　　　 －　　　 5 4 7 0 ・2 8 5 ・1 8 1 ・4 7 8 ・4 7 5 ．7

5 5　　　 －　　　 6 4 7 9 ・6 1 0 4 ．0 1 0 3 ．4 1 0 2 ・2 9 9 ・6

6 5　　　 －　　　 6 9
）　 8 3 ．5

1 1 6 ・0 1 3 3 ・8 1 3 3 ・8 1 3 6 ．7

7 0　　　 －　　　 7 4 1 1 6 ．9 1 8 8 ・6 1 8 4 ・7 1 8 2 ・8

7 5　　　 －　　　 7 9
） 6 5 ．9

．．・

1 0 7 ．6 1 9 9 ．9 1 9 3 ・8 2 0 6 ・4

8 0　 歳　 以　 」二 8 8 ・2 1 6 8 ・2 1 9 1 ・7 2 0 1 ・6

7 0　 一 （再 手鼻 ．） 1 0 8 ・0 1 8 7 ．5 1 8 9 ．2 1 9 4 ．5

資 料 ：厚 生 省 統 計 情 報 部 「思 者 調 査 」

裏 3　 年 齢 階 級 別 受 診 率 、 診 療 費 の 状 況

（昭 和5 7年 度 、 5 月分 ）

　 区 分

薯　 平 均

受 診 率 （人 口 百 人 当 り ） 1 件 当 り診 療 費　 ＝鞘 披 保 険 者 1 人 当 り診 療 費 （円 ）

計 入　 院 入野 外 儀　 手斗 計 入　 院 入 院 外 胸　 材 計 入　 鱒 入院 外 歯　 科

54 ．0 6 1 ・8 2 4 4 ・36 7 ．8 8 17 1 7 2 7 2 4 2 ．14 1 9 ，7 4。 10 ，7 7 l 9 ，5 8 3 4 ，4 14 4 ，3 2 0 ＄4 9

0 － 4 歳 7 4 ．3 0 1 ・0 5 6 9 ．。6 4 ・I 9 6 ，4 2 8 1 1 9 ，4 1 7 4 ，5 8 6 8 ，4 6 0 4 ，7 7 6 1 ，2 5 5 3 ，1 6 7 3 5 4

5 － 9 歳 5 3 ．7 7 0 ・4 8 4 0 ・4 8 1 2 ・8 1 6 ，2 0 7 ． 1 3 9 ．7 9 6 4 ，3 6 8 6 ，9 6 9 3 ，3 3 8 6 7 7 1，7 6 8 8 9 3

・
誓

1 0 － 14

1 5 － 19

3 4 ．9 8 0 ・4 5 2 6 ・2 8 8 ・2 6 7 ，I 8 7 1 6 1，2 5 5 4 ，7 1 1 6 ，7 5 3 2 ，5 I4 7 1 8 1，2 3 8 5 5 8

2 7 ・3 1 0 ・6 3 2 0 ・3 5 6 ・3 3 1 0 ，2 2 0 1 7 5 ，l0 2 5 ，6 0 7 8 ・5 5 1 2 ，7 9 1 1 ，1 0 9 1 ，1 4 1 5 4 1

園　　　 20 － 2 4
済ん
　　　 25 － 2 9

2 9 ・2 9 1．1 4 2 0 ・3 9 7 ・7 6 1 4 ，5 2 3 1 6 4 ．9 3 4 7 ，3 0 2 1 1 ，4 2 8 4 ，2 54 1，8 7 8 l ，4 8 9 8 8 7

3 3 ．3 7 1 ・5 8 24 ・5・0 7 ．2 8 1 5 ，5 8 3 1 5 3 ，0 9 5 7 ・7 8 5 l 1 ，9 4 2 5 ，2 0 0 2 ，4 2 3 1 ，9 0 8 8 6 9

悶
染哀ご

30 － 3 4 3 2 ．6 0 1 ●3 2 2 4 ・1 6 7 ．1 3 1 5 ，9 1 3 16 8 ，2 9 6 8 ，8 4 0 1 1 ，7 3 4 5 ，1 8 8 2 ，2 1 6 2 ，1 3 5 8 3 6

闘劉　　　　 3 5－ 3 9 3 4 ・3 5 1 ・0 9 2 5 ・9 4 7 ●3 2 1 6 ，7 4 l 19 6 ，9 8 6 ■10 ，6 0 0 1 1 ，7 13 5 ，7 5 1 2 ，1 4 3 2 ，7 5 0 8 5 8

4 0 － 4 4 3 9 ．2 7 1 ・2 4 2 9 ・8 0 8 ・2 4 1 7 ，19 4 2 1 2 ，6 9 1 1 0 ，6 0 3 1 1 ，6 2 6 6 ，7 5 2 2 ・6 3 5 3 ，15 9 9 5 8

4 5 － 4 9 4 4 ・1 9 1 ．4 0 3 4 ・9 4 7 ．8 5 I 8 ，2 9 9 2 5 5 ・4 9 8 l 0 ，2 0 9 1 2 ，10 7 8 ，0 8 6 3 ，5 6 8 3 ，5 6 7 9 5 1

5 0 － 5 4 5 3 ・0 3 1 ・6 6 4 3 ．3 3 8 ．0 4 1 8 ，9 4 4 2 5 2 ，6 0 5 1 1 ，3 13 1 1，8 6 8 10 ，0 4 6 4 ，19 0 4 ，9 0 2 9 5 5

5 5 － 5 9 56 ・9 4 1 ．7 3 4 7 ．3 6 7 ．8 4 1 8 ，6 4 5 2 6 5 ，2 0 4 l 0 ，6 3 6 12 ，5 3 3 10 ，6 1 6 4 ，5 9 6 5 ，0 3 8 9 8 3

6 0 － 6 4 6 9 ．3 4 2 ．2 2 5 9 ・4 1 7 ．7 0 1 9 ，5 7 4 2 8 2 ，8 0 8 1 0 ，7 8 4 1 1，3 4 9 13 ，5 7 2 6 ，2 9 1 6 ，4 0 7 8 7 4

6 5 － 6 9 8 8 ・0 9 3 ・1 1 7 6 ・9 2 8 ・0 7 2 1 ，8 2 0 29 0 ，3 0 7 l 1 ，9 1 4 1 2 ，8 7 7 19 ，2 2 2 9 ，0 18 9 ，16 4 1 ，0 3 9

′ン纂虞勘＿査■：′覿・

．．、．≠達
′．1■象．ゃ寝

70 一 以 上

（備 考 ）

タ」二；：考」盗遥叡濠・；。

11 0 ．2 8 6 ・0 8 9 6 ・0 2 8 ・0 0 2 7 ，2 3 7 27 3 ，8 3 0 1 2 ，8 4 6 13 ，0 3 8 3 0 ，0 3 6 1 6 ，6 3 5 12 ，3 5 8 l ，0 4 3

厚 生 省 「国 民 健 康 保 険 医療 給 付 実 態 調 査 （昭 和 57年 ）」 に よ る。

・
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
P
A
R
T
I
・
社
会
経
済
国
民
会
議
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知
の
こ
と
で
あ
る
が
、
医
療
費
も
老
人
福
祉
サ
ー
ビ

ス
費
も
相
当
の
上
昇
は
避
け
難
い
。
厚
生
省
の
最
近

の
資
料
に
よ
れ
ば
、
年
齢
階
層
別
の
一
人
当
た
り
の

医
療
費
は
表
1
の
と
お
り
で
あ
る
。

年
齢
と
医
療
受
療
率
、
お
よ
び
一
人
当
た
り
診
療

費
と
の
よ
り
詳
細
な
関
係
は
表
2
、
表
3
と
園
1
の

と
お
り
で
あ
り
、
十
歳
以
上
に
関
し
て
は
年
齢
と
医

療
受
療
率
お
よ
び
一
人
当
た
り
診
療
費
と
の
明
瞭
な

正
の
相
関
関
係
が
み
ら
れ
る
。
こ
と
に
六
十
五
歳
以

上
の
一
人
当
た
り
診
療
費
の
急
増
が
目
立
つ
。

蓑
1
に
よ
れ
ば
、
六
十
五
歳
以
上
の
高
齢
者
の
一

人
平
均
医
療
費
は
全
年
齢
層
一
人
平
均
医
療
費
の
約

三
・
五
倍
で
あ
り
、
六
十
五
歳
以
下
の
年
齢
層
の
平

均
の
四
．
五
倍
（
『
厚
生
白
書
』
　
5
9
年
版
に
よ
る
）

で
あ
る
。
八
十
歳
以
上
の
高
齢
者
の
場
合
に
は
更
に

ず
つ
と
高
く
な
る
。
厚
生
省
人
口
問
題
研
究
所
の
中

位
推
計
に
よ
れ
ば
、
わ
が
国
の
六
十
五
歳
以
上
の
高

齢
者
の
比
率
は
昭
和
五
十
八
年
（
一
九
八
三
年
）
　
の

九
．
八
％
か
ら
昭
和
七
十
五
年
（
二
〇
〇
〇
年
）
に

は
一
五
・
六
％
、
昭
和
九
十
五
年
（
二
〇
二
〇
年
）

に
は
二
一
・
八
％
台
に
な
る
と
い
う
が
、
八
十
歳
以

上
の
超
高
齢
者
の
対
人
口
比
の
増
加
倍
率
は
そ
れ
以

上
で
あ
る
。

八
十
歳
以
上
の
超
高
齢
者
は
昭
和
五
十
五
年
（
一
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九
八
〇
年
）
に
は
一
六
二
万
人
で
あ
っ
た
が
、
昭
和

七
十
五
年
（
二
〇
〇
〇
年
）
に
は
三
八
〇
万
人
に
、

さ
ら
に
昭
和
百
年
（
二
〇
二
五
年
）
に
は
七
二
六
万

人
へ
と
四
・
五
倍
ほ
ど
に
な
る
と
予
測
さ
れ
て
い
る
。

人
口
比
で
い
う
と
、
昭
和
五
十
五
年
の
一
・
四
％
が

昭
和
百
年
に
は
約
五
％
へ
と
著
し
く
増
加
す
る
こ
と

が
予
想
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
高
い
年
齢
階
層

で
あ
る
ほ
ど
一
人
当
た
り
医
療
費
が
多
く
か
か
り
、

し
か
も
人
口
高
齢
化
が
急
速
に
進
行
す
る
。
と
く
に

長
期
的
に
は
八
十
歳
以
上
の
超
高
齢
者
の
比
重
が
目

立
っ
て
増
え
る
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
国
民
医
療

費
に
占
め
る
高
齢
者
医
療
費
の
比
重
も
、
国
民
所
得

に
占
め
る
国
民
医
療
費
の
比
率
も
人
口
高
齢
化
と
比

例
的
に
高
ま
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
こ
と
は
自
明
の

理
で
あ
る
。
仮
に
人
口
の
九
・
六
％
（
昭
和
五
十
七

年
）
の
六
十
五
歳
以
上
の
高
齢
者
の
医
療
費
に
総
国

民
医
療
費
の
三
二
・
三
％
が
用
い
ら
れ
る
と
い
う
関

係
を
そ
の
ま
ま
六
十
五
歳
以
上
の
高
齢
者
が
人
口
の

約
二
二
％
を
占
め
る
二
〇
二
〇
年
に
機
械
的
に
延
長

す
れ
ば
。
国
民
医
療
費
の
五
五
％
以
上
が
六
十
五
歳

以
上
の
高
齢
者
に
向
け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ

（
注
1
）

て
し
ま
う
。

そ
の
頃
に
は
高
齢
者
の
中
の
高
齢
化
が
進
み
、
前

述
の
よ
う
に
八
十
歳
以
上
の
超
高
齢
者
が
人
口
の
約

五
％
、
六
十
五
歳
以
上
の
人
口
の
五
分
の
一
以
上
に

な
っ
て
い
る
か
ら
、
仮
に
現
在
の
よ
う
な
関
係
が
続

け
ば
、
六
十
五
歳
以
上
の
一
人
当
た
り
医
療
費
の
国

民
一
人
平
均
に
対
す
る
比
率
は
六
〇
％
を
越
え
て
し

ま
う
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

こ
う
考
え
る
と
、
人
口
高
齢
化
の
国
民
医
療
費
に

与
え
る
影
響
は
公
的
年
金
へ
の
影
響
に
劣
ら
な
い
は

ど
重
大
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
年
金
の
場
合
も
、

公
的
年
金
総
額
に
占
め
る
通
算
老
齢
年
金
を
含
む
老

齢
年
金
自
体
の
比
重
は
昭
和
五
十
六
年
（
一
九
八
一

年
）
　
で
六
八
％
で
あ
り
、
そ
の
他
高
齢
者
に
給
付
さ

れ
る
年
金
を
加
え
て
も
、
す
べ
て
が
老
齢
者
に
向
け

ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
に
年
金
の
場
合
に
は

高
齢
者
の
中
の
高
齢
化
が
進
ん
で
も
そ
の
こ
と
に
よ

る
年
金
へ
の
影
響
は
小
さ
い
が
、
医
療
費
と
老
人
福

祉
サ
ー
ビ
ス
費
の
場
合
に
は
高
齢
者
の
中
の
高
齢
化

が
そ
の
費
用
を
高
め
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て

六
十
五
歳
以
上
の
高
齢
者
の
対
人
口
比
率
を
横
軸
に

と
り
、
縦
軸
に
そ
れ
ぞ
れ
の
費
用
の
対
国
民
所
得
比

を
と
る
と
、
年
金
成
熱
に
よ
る
給
付
率
の
上
昇
を
別

と
す
れ
ば
、
年
金
の
場
合
に
は
右
上
が
り
の
ほ
と
ん

ど
直
線
的
な
関
係
で
あ
る
が
、
医
療
費
と
老
人
福
祉

サ
ー
ビ
ス
費
の
対
国
民
所
得
比
の
場
合
に
は
、
高
齢

者
の
中
の
高
齢
化
が
六
十
五
歳
以
上
の
高
齢
者
の
総

人
口
に
対
す
る
比
率
の
増
加
に
つ
れ
て
上
昇
す
れ
ば
、

右
上
が
り
で
し
か
も
逓
増
す
る
と
い
う
関
係
に
な
る

は
ず
で
あ
る
。

人
口
の
高
齢
化
の
進
行
に
つ
れ
て
、
こ
う
し
て
国

民
医
療
費
の
中
の
高
齢
者
医
療
費
の
比
重
が
高
ま
る

が
、
同
時
に
国
民
医
療
費
の
対
国
民
所
得
比
も
高
ま

っ
て
い
く
。
各
年
齢
層
の
一
人
平
均
医
療
費
が
国
民

全
員
の
一
人
平
均
医
療
費
に
対
す
る
倍
率
が
現
在
と

同
じ
で
あ
る
と
想
定
す
る
と
、
年
齢
構
成
だ
け
が
高

齢
化
す
る
場
合
に
国
民
医
療
費
の
対
国
民
所
得
比
が

ど
う
変
化
す
る
か
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
先
に

社
会
経
済
国
民
会
議
の
当
委
員
会
が
発
表
し
た
報
告

書
『
財
政
危
機
下
の
医
療
制
度
』
（
昭
和
五
十
八
年
）

で
は
、
昭
和
五
十
五
年
（
一
九
八
〇
年
）
の
各
年
階

層
の
一
人
当
た
り
の
相
対
医
療
費
が
変
わ
ら
な
い
も

の
と
想
定
す
る
と
人
口
の
高
齢
化
が
進
む
昭
和
七
十

五
年
（
二
〇
〇
〇
年
）
に
国
民
医
療
費
の
対
国
民
所

得
比
は
昭
和
五
十
五
年
度
の
六
・
二
％
（
昭
和
五
十

七
年
度
に
は
六
・
五
五
％
）
か
ら
八
％
前
後
に
増
え

る
と
推
計
し
て
い
る
。
同
様
の
方
法
で
昭
和
九
十
五

年
（
二
〇
二
〇
年
）
の
国
民
医
療
費
の
対
国
民
所
得

比
を
推
計
す
る
と
、
一
〇
％
前
後
に
な
る
こ
と
が
わ

か
る
。
こ
れ
は
勿
論
、
他
の
要
因
が
変
わ
ら
ず
年
齢

構
成
だ
け
が
変
化
し
た
場
合
の
推
定
で
あ
る
が
、
医
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療
の
高
度
化
に
伴
う
医
療
費
の
上
昇
が
こ
れ
ま
で
の

よ
う
な
テ
ン
ポ
で
進
み
、
医
療
制
度
と
医
療
保
険
制

度
の
思
い
切
っ
た
改
革
が
行
わ
れ
な
い
場
合
に
は
こ

れ
以
上
の
比
率
に
な
ろ
う
。

た
だ
出
生
率
の
低
下
で
十
歳
以
下
の
子
供
の
比
重

が
減
る
こ
と
は
受
療
率
の
低
下
要
因
に
は
な
る
。
し

か
し
比
較
的
受
療
率
の
高
い
〇
～
四
歳
児
の
一
人
当

た
り
診
療
費
は
、
表
3
な
ら
び
に
図
1
に
示
す
よ
う

に
二
十
五
歳
以
上
の
成
人
の
一
人
当
た
り
診
療
費
よ

り
も
低
い
の
で
。
高
齢
化
に
よ
る
影
響
を
相
殺
す
る

要
因
と
し
て
は
ほ
と
ん
ど
機
能
し
な
い
も
の
と
思
わ

れ
る
。

国
民
医
療
費
は
、
医
師
等
の
医
療
関
係
従
事
者
わ

数
と
か
医
療
供
給
体
制
の
シ
ス
テ
ム
化
の
程
度
、
医

療
機
器
・
薬
品
生
産
の
生
産
性
向
上
に
よ
る
コ
ス
ト

・
ダ
ウ
ン
の
程
度
等
々
に
依
存
し
、
ま
た
需
要
面
で

は
患
者
の
自
己
負
担
率
の
程
度
に
左
右
さ
れ
る
の
で
、

総
合
的
に
み
て
そ
の
対
国
民
所
得
比
が
ど
の
程
度
に

な
る
か
を
推
定
す
る
た
め
に
は
、
こ
れ
ら
の
要
因
を

そ
れ
ぞ
れ
検
討
し
て
予
測
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
人
口
の
高
齢
化
に
つ
れ
て
、
高
齢

者
と
く
に
高
齢
者
の
中
の
高
齢
化
が
進
む
こ
と
が
国

民
医
療
費
と
医
療
保
険
給
付
費
の
対
国
民
所
得
比
を

高
め
る
重
要
な
要
因
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し

て
国
民
医
療
費
の
中
に
占
め
る
高
齢
者
医
療
費
の
比

重
も
漸
増
し
て
い
く
。
そ
れ
ゆ
え
高
齢
者
医
療
費
の

膨
張
を
高
齢
者
の
福
祉
を
そ
こ
な
う
こ
と
な
く
抑
制

す
る
こ
と
が
医
療
費
全
体
の
膨
張
の
抑
制
に
と
っ
て

極
め
て
重
要
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

二
　
急
増
す
る
要
介
護
老
人
へ
の
対
策
の

必
要
性

高
齢
者
ほ
ど
有
病
率
が
高
い
以
上
、
入
日
の
高
齢

化
に
伴
っ
て
医
療
費
が
増
加
す
る
傾
向
を
と
る
こ
と

は
避
け
難
い
が
、
問
題
は
必
ず
し
も
医
療
を
必
要
と

し
な
い
高
齢
者
が
医
療
の
対
象
と
な
っ
た
り
、
必
要

以
上
の
医
療
を
受
け
る
場
合
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

高
齢
者
医
療
費
の
膨
張
を
抑
制
す
る
と
い
う
こ
と
は

決
し
て
高
齢
者
の
真
の
医
療
ニ
ー
ズ
の
充
足
を
抑
制

す
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
介
護
は
必
要
で
あ
る
が

入
院
し
て
医
療
を
受
け
る
必
要
が
な
い
高
齢
者
が
介

護
者
が
い
な
い
た
め
に
入
院
し
て
い
る
場
合
と
か
、

家
庭
医
中
心
の
プ
ラ
イ
マ
リ
・
ケ
ア
体
制
と
在
宅
ケ

ア
体
制
の
不
備
の
た
め
に
長
期
入
院
す
る
こ
と
に
な

り
、
必
要
以
上
に
医
療
費
が
膨
張
し
て
い
る
場
合
等

々
に
対
処
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て

節
約
さ
れ
る
高
齢
者
医
療
費
を
寝
た
き
り
老
人
や
重

度
痴
呆
性
老
人
等
、
介
護
機
能
充
足
の
た
め
に
回
す

こ
と
に
よ
っ
て
総
体
と
し
て
の
高
齢
者
福
祉
の
改
善

に
役
立
て
る
こ
と
を
意
図
す
る
も
の
で
あ
る
。

厚
生
省
の
「
厚
生
行
政
基
礎
調
査
」
（
昭
和
六
十

年
一
月
発
表
）
の
結
果
に
よ
れ
ば
、
昭
和
五
十
九
年

六
月
現
在
の
わ
が
国
に
は
約
四
八
万
人
（
六
十
五
歳

以
上
の
人
口
に
対
し
て
約
四
％
）
の
寝
た
き
り
老
人

（
六
カ
月
以
上
寝
た
き
り
）
が
い
る
も
の
と
推
定
さ

れ
る
。
そ
の
出
現
率
は
表
4
が
示
す
よ
う
に
、
七
十

五
歳
以
上
の
後
期
老
年
人
口
ほ
ど
高
く
、
八
十
歳
以

上
に
お
け
る
寝
た
き
り
老
人
の
出
現
率
は
一
二
％
以

上
で
、
こ
れ
は
六
十
五
～
六
十
九
歳
（
約
二
％
）
の

六
倍
で
あ
る
。
痴
呆
性
老
人
の
出
現
率
に
関
し
て
は

全
国
推
計
資
料
は
な
い
が
、
東
京
都
の
調
査
で
は
六

十
五
歳
以
上
の
在
宅
老
人
の
場
合
、
四
・
六
％
で
あ

る
。
寝
た
き
り
老
人
と
痴
呆
性
老
人
と
は
か
な
り
重

複
し
て
い
る
が
、
両
者
を
合
わ
せ
れ
ば
少
な
く
と
も

四
～
五
％
の
高
齢
者
が
重
介
護
と
思
わ
れ
る
。

寝
た
き
り
老
人
の
う
ち
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
入

屠
者
が
一
一
万
人
、
入
院
中
の
者
九
万
九
〇
〇
〇
人

で
あ
り
、
二
六
万
七
〇
〇
〇
人
（
寝
た
き
り
老
人
の

五
五
．
六
％
）
は
在
宅
者
で
あ
り
、
在
宅
者
の
大
部

分
は
家
族
の
介
護
を
受
け
て
い
る
。
今
後
、
高
齢
層

の
中
で
の
高
齢
化
が
進
め
ば
寝
た
き
り
老
人
の
出
現

率
は
高
ま
る
可
能
性
が
大
き
い
が
、
仮
に
出
現
率
を
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一束　　　 分

ね たき り老人数 （丁・人） 出　　 現　　 率

計 学3 女 計 男 女

65 －69 歳

特 9．9 4 ．2 5 ．7

2 ・55

1．92

3 ・34

2 ．62 1 ・38在 67 ．5 42 ．1 25 ．5

計 77 ・4 46 ・3 31 ・2

70 －74 歳

特

在

l5 ．7 6 ．2 9 ・5

4 ・02 2 ．8390 ．7 49 ．0 41 ・7

計 I06 ．4 55 ．2 5l ．2

75 －79 歳

持

在

19 ・9 6 ・6 13 ．3

8 ・89

5 ．72 5 ・64 5 ・7897 ．7 41 ．7 56 ・0

69 ・3計 117 ．6 48 ・3

80 歳一

特 37 ・7 9 ・5 28 ．2

12 ．64 11 ・l7 13 ●48在 18 1・8 6l ．0 120 ・8

計 219 ．5 70 ・5 149 ．0

合　　 計

特 83 ・2 26 ．5 56 ・7

4 ・37 4 ・76 4 ．7l在 437 ・8 193 ・8 244 ．0

計 520 ・9 220 ・3 3。0 ・7

日南考）1・「特」は、特別養磯老人ホーム在所者で厚生省「社会福祉施設羽東．日こよる。

2．「在」は、在宅ね点きり老人で厚生省「厚生行政凝礎調査」による〇

一
定
と
し
て
も
、
こ
れ
か
ら
二
十
一
世
紀
ま
で
に
人

口
の
年
平
均
増
加
率
は
○
●
四
％
と
予
測
さ
れ
て
い

る
の
に
対
し
て
六
十
五
歳
以
上
の
高
齢
者
数
の
増
加

率
は
約
三
．
四
％
と
予
測
さ
れ
る
の
で
、
寝
た
き
り

老
人
も
年
平
均
少
な
く
と
も
三
．
四
％
（
六
十
年
獲

で
一
万
六
〇
〇
〇
人
、
以
後
年
々
漸
増
）
ず
つ
増
え

る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
今
後
、
ひ
と
り
暮
ら
し
老

人
が
年
平
均
六
～
八
％
ず
つ
増
え
る
可
能
性
が
あ
る

こ
と
と
、
家
族
の
老
人
介
護
機
能
が
核
家
族
化
、
婦

人
の
就
労
率
の
上
昇
と
意
識
の
変
化
、
高
年
者
離
解

の
増
加
、
介
護
者
自
体
の
高
齢
化
等
の
た
め
低
下
し

て
い
く
こ
と
等
に
よ
り
、
公
的
介
護
を
必
要
と
す
る

寝
た
き
り
老
人
と
重
度
の
痴
呆
性
老
人
の
増
加
率
は

寝
た
き
り
老
人
と
痴
呆
性
老
人
自
体
の
増
加
率
よ
り

も
ず
っ
と
高
い
も
の
と
予
想
さ
れ
る
。

こ
め
よ
う
に
年
々
少
な
く
と
も
数
％
ず
つ
増
加
し

て
い
く
要
介
護
老
人
の
一
層
多
く
の
割
合
を
病
院
と

従
来
型
の
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
で
介
護
す
る
と
い

う
こ
と
に
な
る
と
、
必
要
と
な
る
費
用
の
増
加
は
大

変
な
も
の
に
な
る
。
そ
れ
に
病
院
で
も
老
人
ホ
ー
ム

で
も
老
人
が
人
間
的
な
生
活
を
お
く
る
こ
と
へ
の
配

慮
は
不
十
分
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
要
介
護
老
人
が
で

き
る
か
ぎ
り
日
常
的
生
活
環
境
に
近
い
と
こ
ろ
で
、

し
か
も
社
会
全
体
と
し
て
の
医
療
費
と
福
祉
費
用
の
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D：サービス・ハウジング（スウェーテン）

シェルター卜．ハウジング（イギリス）

ショート．ステイ（無期滞在老人施設）

テイ（ケア）センター、デイ・センター機能を持つ

老人ホームやサー州ビス．ハウジング

E：ナニシングホ一一ム

ニ、二三≡二二≡三二‡‥‾三：一一・＝■三三，・一・－・∴・

F：リハビ1jテ－ション施設

デイ．ホェビクル

G：ペリーシェルタード・ハウジング（イキリス3

一束療機能●垂介達機能をもそなえたサービス．ハウ
ジング

総
計
の
膨
張
を
避
け
る
よ
う
な
方
法
で
、
安
心
し
て

適
切
で
人
間
味
あ
る
介
護
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る

体
制
を
つ
く
る
こ
と
が
今
後
の
老
人
医
療
と
福
祉
の

重
要
な
政
策
課
題
と
な
る
。
医
療
施
設
と
老
人
ホ
ー

ム
の
中
間
施
設
が
必
要
に
な
る
の
も
、
医
療
サ
ー
ビ

ス
と
福
祉
サ
ー
ビ
ス
と
を
有
機
的
に
連
携
さ
せ
る
在

宅
介
護
体
制
が
必
要
と
さ
れ
る
の
も
、
こ
の
課
題
に

こ
た
え
る
た
め
で
あ
る
0

三
　
病
院
と
老
人
福
祉
施
設
の

中
間
複
合
施
設
の
在
り
方

最
近
に
な
っ
て
い
わ
ゆ
る
中
間
（
複
合
）
施
設
や

医
療
・
福
祉
の
総
合
シ
ス
テ
ム
化
の
必
要
性
が
強
調

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
こ
の
よ
う
に
、
一
つ

に
は
老
人
福
祉
に
つ
い
て
の
ノ
ー
マ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ

ン
の
理
念
に
基
づ
き
、
要
介
護
老
人
を
で
き
る
か
ぎ

り
日
常
生
活
に
近
い
環
境
の
も
と
で
介
護
す
べ
き
だ

と
の
考
え
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
同
時
に
入
院
を
必

ず
し
も
必
要
と
し
な
い
要
介
護
老
人
が
病
院
を
老
人

ホ
ー
ム
代
わ
り
に
用
い
る
こ
と
を
な
く
す
る
こ
と
に

ょ
っ
て
増
加
す
る
高
齢
者
の
医
療
費
を
抑
制
し
よ
う

と
の
意
図
に
よ
る
も
の
で
も
あ
る
。

ノ
ー
マ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
理
念
に
よ
る
老
人
福

祉
サ
ー
ビ
ス
が
必
要
だ
と
の
主
張
は
、
社
会
経
済
国
腎

民
会
議
が
『
社
会
福
祉
政
策
の
新
理
念
I
福
祉
の

日
常
生
活
化
を
め
ざ
し
て
長
（
昭
和
五
十
五
年
）
を

提
言
し
て
以
来
の
本
会
議
の
主
張
で
あ
り
、
中
間
施

設
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
社
会
経
済
国
民
会
議
の
報

告
書
『
社
会
保
障
の
財
政
計
画
と
費
用
負
担
』
（
第

6
章
）
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
『
厚
生
白
書
』
（
5

9

年
版
）
で
も
「
中
間
的
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
凝
設
の

充
実
」
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
今
年
の
一
月
二
十

四
日
の
社
会
保
障
制
度
審
議
会
の
『
老
人
福
祉
の
在

り
方
に
つ
い
て
』
と
題
す
る
建
議
以
降
、
厚
生
省
が

そ
の
具
体
化
案
を
検
討
し
て
お
り
、
実
現
の
可
能
性

が
に
わ
か
に
高
ま
っ
て
き
て
い
る
。

中
間
施
設
と
い
っ
て
も
い
ろ
い
ろ
な
意
味
で
の
中

間
施
設
が
あ
る
の
で
、
老
人
の
場
合
に
つ
い
て
サ
ー
ビ

ス
の
場
を
図
に
表
わ
し
て
整
理
し
て
み
よ
う
（
図
2
）
。

図
2
の
円
A
は
家
庭
あ
る
い
は
在
宅
で
ケ
ア
さ
れ

る
場
合
を
示
し
、
B
は
従
来
型
の
老
人
ホ
ー
ム
で
の

施
設
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
を
示
し
、
C
は
病
院
で
の
入
院

治
療
を
示
す
。
こ
の
よ
う
に
A
、
B
、
c
の
三
つ
の
領

域
を
考
え
る
と
、
そ
れ
ら
の
中
間
あ
る
い
は
複
合
と
し

て
D
、
E
、
F
、
G
の
四
つ
の
領
域
が
考
え
ら
れ
る
。

D
は
従
来
型
老
人
ホ
ー
ム
と
家
庭
と
の
中
間
で
あ

り
、
こ
の
領
域
の
中
間
施
設
の
代
表
は
、
ス
ウ
ェ
ー

デ
ン
の
サ
ー
ビ
ス
．
ハ
ウ
ジ
ン
グ
、
イ
ギ
リ
ス
の
シ
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ェ
ル
タ
ー
ド
・
ハ
ウ
ジ
ン
グ
、
ア
メ
リ
カ
の
コ
ン
グ

リ
ゲ
ー
ト
・
ハ
ウ
ジ
ン
グ
等
の
よ
う
に
、
老
人
に
住

み
や
す
く
設
計
さ
れ
、
若
干
の
介
護
機
能
と
通
報
シ

ス
テ
ム
を
そ
な
え
た
老
人
お
よ
び
障
害
者
向
け
の
住

居
（
ア
パ
ー
卜
式
が
多
い
が
、
イ
ギ
リ
ス
に
は
テ
ラ

ス
・
ハ
ウ
ス
式
、
独
立
往
居
群
も
あ
る
）
　
で
あ
る
。

イ
ギ
リ
ス
の
シ
ェ
ル
タ
ー
ド
・
ハ
ウ
ジ
ン
グ
に
は

ワ
ー
デ
ン
と
呼
ば
れ
る
世
話
人
（
複
数
の
こ
と
も
あ

る
）
が
住
み
、
管
理
し
な
が
ら
緊
急
の
場
合
に
は
介

護
役
も
す
る
が
、
そ
の
形
態
と
棟
能
は
様
々
で
あ
る
。

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
サ
ー
ビ
ス
・
ハ
ウ
ジ
ン
グ
は
、
最

近
・
地
域
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ケ
ア
の
拠
点
と
な
る

の
が
通
常
で
、
日
本
で
い
う
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
と

デ
イ
・
セ
ン
タ
ー
機
能
を
も
瀬
ね
る
複
合
施
設
で
あ

り
・
介
護
機
能
は
通
報
シ
ス
テ
ム
で
連
絡
を
と
り
な

が
ら
、
絶
え
ず
出
入
り
し
て
い
る
ホ
ー
ム
・
ヘ
ル

パ
ー
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。

シ
ェ
ル
タ
ー
ド
・
ハ
ウ
ジ
ン
グ
と
サ
ー
ビ
ス
・
ハ

ウ
ジ
ン
グ
は
、
従
来
は
医
療
機
能
や
重
介
護
機
能
は

そ
な
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
ら
の
住
屠
に
住

ん
で
い
る
人
々
が
高
齢
化
し
て
寝
た
き
り
に
近
い
状

態
に
な
っ
た
り
、
医
療
機
能
を
必
要
と
す
る
場
合
も

多
く
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
そ
こ
で
、
そ

う
し
た
人
々
へ
の
対
応
と
し
て
複
合
的
施
設
が
で
き

た
。
従
来
な
ら
ば
、
そ
う
し
た
人
々
は
図
の
C
の
病

院
に
入
院
す
る
か
、
E
の
ナ
ー
シ
ン
ダ
・
ホ
ー
ム
に

移
る
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
好
ま
な

い
老
人
が
多
い
の
で
、
で
き
る
か
ぎ
ウ
ノ
ー
マ
ル
な

家
庭
生
活
に
近
い
生
活
を
可
能
に
さ
せ
る
と
い
う

ノ
ー
マ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
理
念
に
沿
う
か
た
ち
で
、

こ
う
し
た
住
居
に
い
な
が
ら
重
介
護
機
能
と
若
干
の

医
療
機
能
を
受
け
い
れ
る
施
設
が
生
ま
れ
て
き
た
の

で
あ
る
。

イ
ギ
リ
ス
の
ベ
リ
ー
・
シ
ェ
ル
タ
ー
ド
・
ハ
ウ
ジ

ン
グ
は
重
介
護
機
能
を
も
そ
な
え
た
シ
ェ
ル
タ
ー
ド

・
ハ
ウ
ジ
ン
グ
で
あ
る
。
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
サ
ー
ビ

ス
・
ハ
ウ
ジ
ン
グ
に
も
重
介
護
機
能
と
医
師
と
看
護

婦
が
常
駐
し
て
若
干
の
医
療
機
能
を
そ
な
え
た
も
の

が
つ
く
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
図
の
G
の
領
域
の

中
間
・
複
合
施
設
は
そ
の
よ
う
な
施
設
で
あ
る
。
こ

れ
ら
は
ケ
ア
付
き
福
祉
住
宅
か
ら
G
の
領
域
に
移
行

し
た
複
合
施
設
で
あ
る
が
、
コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
郊
外

の
ト
ラ
ー
ネ
ハ
ニ
ベ
ン
や
こ
れ
を
真
似
た
ド
イ
ツ
の

ハ
ノ
ー
バ
ー
の
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
・
セ
ン
タ
－

は
当
初
か
ら
医
療
と
福
祉
を
総
合
化
す
る
目
的
で
つ

く
ら
れ
た
G
の
領
域
の
複
合
施
設
で
あ
る
。
わ
が
国

に
は
ま
だ
こ
の
種
の
公
的
な
中
間
複
合
施
設
は
つ
く

ら
れ
て
い
な
い
が
、
最
近
わ
が
国
の
老
人
向
け
民
間

マ
ン
シ
ョ
ン
の
中
に
医
療
施
設
を
付
設
し
、
看
護
婦

と
管
理
人
を
常
駐
さ
せ
、
各
部
屋
に
通
報
シ
ス
テ
ム

を
そ
な
え
た
も
の
が
つ
く
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い

る
。
こ
れ
も
老
人
の
新
し
い
福
祉
ニ
ー
ズ
が
高
ま
っ

て
き
て
い
る
こ
と
を
反
映
し
た
動
き
と
い
え
よ
う
。

医
療
制
度
と
最
も
関
係
が
深
く
、
目
下
わ
が
国
で

論
議
の
主
た
る
対
象
と
な
っ
て
い
る
の
は
老
人
ホ
ー

ム
と
病
院
の
中
間
（
図
の
E
）
施
設
で
あ
る
。
わ
が

国
の
病
院
に
は
六
十
五
歳
以
上
の
高
齢
者
の
四
％
以

ヒ
が
入
院
し
て
お
り
、
高
齢
者
の
平
均
入
院
日
数
も

九
〇
日
以
上
で
、
欧
米
諸
国
に
比
べ
て
著
し
く
高
い

こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
長
期
入
院
老
人
の
半
分

ほ
ど
は
要
治
療
老
人
と
い
う
よ
り
も
主
と
し
て
重
介

護
か
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
必
要
と
す
る
老
人
で
、

病
状
が
固
定
し
て
入
院
の
必
要
は
必
ず
し
も
な
い
患

者
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
老
人
の
場

合
に
は
、
図
C
の
病
院
に
で
は
な
く
、
図
の
D
、
E
、

F
、
G
の
中
間
施
設
で
療
養
し
、
医
療
と
重
介
護
部

分
の
み
を
老
人
保
健
法
の
医
療
と
看
護
に
準
じ
て
医

療
的
に
扱
う
ほ
う
が
、
ノ
ー
マ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の

理
念
に
適
い
、
人
間
的
で
も
あ
り
、
費
用
の
点
で
も

節
約
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
種
の
中
間
施

設
こ
そ
、
こ
れ
か
ら
の
わ
が
国
に
と
っ
て
緊
急
に
必

要
と
さ
れ
る
施
設
で
あ
る
。



一
方
、
わ
が
国
の
こ
れ
ま
で
の
老
人
ホ
ー
ム
は
介

護
の
ニ
ー
ズ
と
い
う
基
準
だ
け
で
な
く
、
貧
困
、
住

宅
事
情
、
家
庭
の
事
情
の
た
め
に
入
居
し
て
い
る
場

合
が
少
な
く
な
い
し
、
生
活
保
護
的
性
格
が
今
な
お

強
い
が
、
こ
れ
か
ら
は
老
人
ホ
ー
ム
で
の
施
設
ケ
ア

も
、
年
金
等
の
所
得
保
障
を
補
完
す
る
サ
ー
ビ
ス
保

障
の
性
格
を
強
め
て
い
く
の
で
、
原
則
と
し
て
重
介

護
を
要
す
る
老
人
の
ケ
ア
を
す
る
施
設
に
な
っ
て
い

き
、
E
に
近
づ
く
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
単
身
あ
る
い

は
夫
婦
と
も
高
齢
で
若
干
の
介
護
が
必
要
で
あ
っ
た

り
、
普
通
の
住
宅
で
の
生
活
に
不
安
が
あ
り
な
が
ら

介
護
者
の
い
な
い
高
齢
者
の
た
め
に
は
、
B
の
従
来

型
の
老
人
ホ
ー
ム
で
は
な
く
、
D
の
ケ
ア
機
能
を
利

用
し
や
す
く
管
理
人
が
常
住
し
、
通
報
シ
ス
テ
ム
を

そ
な
え
、
訪
問
看
護
や
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
・
サ
ー
ビ
ス

を
利
用
し
や
す
い
住
宅
を
つ
く
っ
て
い
く
べ
き
で
あ

る
。
今
後
建
設
す
る
公
営
住
宅
の
一
部
は
、
こ
の
よ

う
な
性
格
の
住
宅
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

四
　
老
人
医
療
と
重
介
護
の

費
用
の
総
合
化

医
療
施
設
と
老
人
ホ
ー
ム
の
中
間
形
態
の
施
設
で

重
介
護
と
医
療
を
行
う
場
合
、
問
題
と
な
る
こ
と
は

そ
の
費
用
負
担
の
方
式
で
あ
る
。
現
行
の
わ
が
国
の

制
度
の
も
と
で
は
、
高
齢
者
が
重
介
護
を
基
準
看
護

の
病
院
で
受
け
る
場
合
に
は
、
原
則
と
し
て
老
人
保

健
法
の
対
象
と
な
り
、
広
義
の
医
療
保
険
に
よ
っ
て

カ
バ
ー
さ
れ
、
自
己
負
担
は
最
も
少
な
い
。
次
に
特

別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
入
居
し
た
場
合
に
は
、
そ
の

費
用
（
入
居
者
一
人
当
た
り
月
平
均
運
営
費
は
東
京
、

横
浜
で
約
二
〇
万
円
）
の
一
部
だ
け
が
本
人
と
家
族

に
よ
っ
て
所
得
能
力
に
応
じ
て
負
担
（
年
収
三
〇
万

円
以
下
の
無
料
か
ら
一
五
〇
〇
万
円
以
上
の
五
万
九

〇
〇
〇
円
ブ
ラ
ス
・
ア
ル
フ
ァ
の
階
層
ま
で
の
三
一

ラ
ン
ク
で
あ
り
、
扶
養
義
務
者
の
場
合
は
前
年
度
分

の
市
町
村
民
税
非
課
税
者
の
無
料
か
ら
年
収
一
五
〇

〇
万
円
の
者
の
八
万
七
〇
〇
円
ま
で
ー
そ
れ
以
上

の
年
収
者
の
場
合
に
は
措
置
費
の
支
弁
額
ー
一
八

ラ
ン
ク
に
分
か
れ
て
い
る
が
、
わ
が
国
の
勤
労
世
帯

の
年
平
均
収
入
の
ク
ラ
ス
の
場
合
で
あ
れ
ば
、
月
九

九
〇
〇
円
な
い
し
一
万
一
四
〇
〇
円
で
あ
る
。
東
京

都
の
場
合
、
受
益
者
負
担
分
は
運
営
費
の
七
％
程
度

に
な
っ
て
い
る
）
さ
れ
る
。
公
的
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
の

派
遣
を
受
け
る
場
合
も
、
本
人
と
家
族
の
所
得
に
応

ず
る
負
担
（
生
活
保
護
世
帯
と
前
年
に
生
計
中
心
者

が
所
得
非
課
税
の
世
帯
は
無
料
、
前
年
の
所
得
税
額

が
年
三
万
円
未
満
は
一
時
間
二
九
五
円
、
そ
れ
以
上

は
五
九
〇
円
）
に
な
る
が
、
公
的
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
・

サ
ー
ビ
ス
を
受
け
て
い
る
要
介
護
老
人
の
比
重
は
日

本
で
は
ま
だ
小
さ
く
、
在
宅
の
大
部
分
の
要
介
護
老
人

は
家
族
と
民
間
の
家
政
婦
な
ど
の
介
護
を
受
け
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
最
も
費
用
の
か
か
る
入
院
の
場
合
が

自
己
負
担
が
最
も
軽
く
、
次
に
費
用
の
か
か
る
絆
別

養
護
老
人
ホ
ー
ム
が
二
番
め
に
自
己
負
担
が
軽
く
、

在
宅
で
重
介
護
を
受
け
る
者
の
場
合
に
は
、
介
護
費

用
総
額
は
最
も
少
な
く
て
す
む
が
、
本
人
お
よ
び
家

族
の
負
担
は
家
族
介
護
ま
で
を
金
銭
的
に
自
己
負
担

と
し
て
評
価
す
る
と
最
も
重
い
。
つ
ま
り
、
総
コ
ス

ト
に
反
比
例
す
る
自
己
負
担
と
な
っ
て
お
り
、
経
済

コ
ス
ト
原
則
か
ら
み
る
と
合
理
的
で
な
い
。
同
じ
よ

う
な
症
状
で
同
じ
程
度
の
介
護
を
要
し
な
が
ら
、
病

院
と
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
と
で
自
己
負
担
が
か
な

り
異
な
り
、
こ
と
に
在
宅
介
護
の
場
合
に
は
本
人
と

家
族
の
た
い
へ
ん
な
犠
牲
が
必
要
に
な
る
と
い
う
の

は
合
理
的
と
は
い
え
な
い
。
さ
ら
に
、
こ
の
た
め
に

入
院
の
必
要
が
な
い
高
齢
者
が
長
期
に
わ
た
っ
て
入

院
す
る
と
い
う
場
合
も
生
ず
る
。

社
会
保
障
制
度
審
議
会
が
一
月
の
建
議
で
高
齢
者

の
重
介
護
費
用
を
医
療
に
お
け
る
看
護
に
準
ず
る
も

の
と
み
な
し
て
、
そ
の
費
用
を
社
会
保
険
で
負
担
す
べ

き
で
あ
る
と
建
議
し
た
の
は
こ
の
点
で
の
不
合
理
．

不
公
正
を
是
正
す
べ
き
だ
と
考
え
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
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●
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
P
A
R
T
I
・
社
会
経
済
国
民
会
議

社
会
経
済
国
民
会
議
も
基
本
方
向
と
し
て
は
、

出
寝
た
き
り
老
人
や
重
度
痴
呆
性
老
人
の
重
介
護

は
医
療
に
準
ず
る
ほ
ど
の
基
本
的
ニ
ー
ド
で
あ
り
、

そ
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ミ
ニ
マ
ム
を
社
会
保
障
に
よ
っ

て
保
障
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
0
　
ま
た
、

回
ノ
ー
マ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
理
念
に
基
づ
き
、

要
介
護
老
人
は
医
療
上
必
要
で
な
い
か
ぎ
り
、
で
き

る
だ
け
在
宅
で
生
活
で
き
る
こ
と
を
家
族
に
過
大
な

負
担
を
か
け
ず
に
可
能
に
す
る
よ
う
な
在
宅
介
護
シ

ス
テ
ム
を
つ
く
っ
て
い
く
こ
と
と
、
在
宅
介
護
が
困

難
な
場
合
に
は
中
間
施
設
で
介
護
で
き
る
よ
う
な
シ

ス
テ
ム
を
つ
く
り
、
こ
の
こ
と
を
促
進
す
る
よ
う
に

社
会
保
険
お
よ
び
公
費
に
よ
る
費
用
の
支
払
い
と
自

病院と老人積社施設の中間施設
におけち費用分捜

図3

己
負
担
の
方
式
を
改
め
る
よ
う
に
提
言
す
る
。
す
な

わ
ち
、

①
何
ら
か
の
事
情
で
在
宅
介
護
が
困
難
な
老
人

の
場
合
で
、
重
介
護
と
若
干
の
医
療
（
看
護
を
含

む
）
を
必
要
と
す
る
が
、
病
院
へ
の
入
院
を
必
要

と
し
な
い
高
齢
者
の
場
合
に
は
、
前
記
図
2
の
E

の
よ
う
な
中
間
施
設
を
整
僻
し
て
、
そ
こ
で
介
護

を
行
い
、
そ
の
医
療
費
用
部
分
は
勿
論
の
こ
と
重

介
護
費
用
に
関
し
て
も
医
療
の
看
護
に
準
じ
て
社

会
保
険
の
対
象
と
す
る
。

一
方
、
E
型
中
間
施
設
の
生
活
費
に
当
た
る
部

分
に
関
し
て
は
、
原
則
と
し
て
受
益
者
（
本
人
お

よ
び
扶
養
の
義
務
者
）
　
の
負
担
と
す
る
。
た
だ
し

低
所
得
層
は
所
得
に
応
じ
て
減
免
を
す
る
0

③
図
2
の
D
の
介
護
機
能
付
き
公
的
住
宅
の
居

住
者
の
場
合
で
も
重
介
護
を
必
要
と
し
た
場
合
の

費
用
も
、
E
の
中
間
施
設
の
場
合
と
同
様
の
扱
い

と
す
る
。

D
の
場
合
に
は
、
基
本
的
に
は
住
居
で
あ
る
か

ら
住
居
費
に
関
し
て
は
公
的
住
宅
に
準
じ
た
住
居

費
用
を
自
己
負
担
す
る
。
食
費
そ
の
他
の
生
活
費

も
個
人
負
担
で
あ
る
が
、
通
報
シ
ス
テ
ム
、
緊
急

の
場
合
の
一
時
介
護
を
も
行
う
常
住
の
管
理
人
の

費
用
負
担
は
社
会
福
祉
関
係
の
費
用
で
行
い
、
共

同
で
利
用
す
る
食
堂
な
ど
の
施
設
の
利
用
に
関
し

て
は
若
干
の
補
助
を
行
う
。

③
E
に
お
け
る
医
療
給
付
に
関
し
て
は
老
人
保

健
法
を
適
用
す
る
。

し
た
が
っ
て
、
医
療
施
設
と
老
人
福
祉
施
設
の
中

間
の
E
の
形
態
の
中
間
施
設
の
場
合
に
は
、
費
用
は

園
3
の
よ
う
に
、
回
医
療
費
、
何
重
介
護
費
用
、
出

生
活
費
（
食
費
そ
の
他
の
生
活
費
部
分
お
よ
び
住
居

費
）
　
に
分
け
ら
れ
る
が
、
重
介
護
費
用
も
社
会
保
険

の
看
護
に
準
ず
る
扱
い
と
な
り
、
社
会
保
険
、
公
費
、

自
己
負
担
に
よ
っ
て
分
担
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

④
な
お
、
E
の
中
間
施
設
に
お
け
る
介
護
費
用

の
施
設
者
へ
の
支
払
い
の
方
式
に
関
し
て
は
、
社

会
保
障
制
度
審
議
会
が
建
議
し
て
い
る
よ
う
に
段

階
的
定
額
制
を
採
用
し
、
老
人
保
健
法
の
医
療
部

分
に
関
し
て
も
部
分
的
に
同
様
の
方
式
を
導
入
し

て
い
く
も
の
と
す
る
。

⑨
医
療
施
設
と
老
人
福
祉
施
設
の
中
間
施
設
は
、

1
老
人
病
院
等
医
療
施
設
か
ら
の
移
行
、
2
老
人

ホ
ー
ム
か
ら
の
移
行
、
3
全
く
新
し
い
総
合
施
設

と
し
て
の
設
立
が
考
え
ら
れ
る
が
、
い
ず
れ
の
方

式
に
お
い
て
も
中
間
施
設
と
し
て
の
上
記
の
長
所

を
生
か
す
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
同
一
の
費
用
負
担

原
則
を
と
る
べ
き
で
あ
る
。



⑥
医
療
と
老
人
福
祉
施
設
の
中
間
施
設
は
、
単

に
両
施
設
の
中
間
的
性
格
と
い
う
だ
け
で
な
く
、

中
間
施
設
化
に
当
た
っ
て
社
会
経
済
国
民
会
議
が

か
ね
て
か
ら
提
唱
し
て
き
た
福
祉
の
ノ
ー
マ
ラ
イ

ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
総
合
シ
ス
テ
ム
化
の
理
念
を
体
現

し
た
施
設
の
性
格
を
で
き
る
か
ぎ
り
持
つ
よ
う
に

す
べ
き
で
あ
る
。
図
2
の
F
、
D
、
G
に
つ
い
て

は
、
よ
り
日
常
的
生
活
に
近
づ
け
る
こ
と
が
可
能

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
人
間
的
日
常
生
活
に
近
い
生

活
が
で
き
る
よ
う
な
配
慮
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ

り
、
居
住
地
に
近
い
開
か
れ
た
身
近
な
施
設
と
さ

る
べ
き
で
あ
り
、
で
き
る
か
ぎ
り
近
隣
の
在
宅
の

要
介
護
老
人
の
た
め
の
デ
ィ
・
ケ
ア
・
セ
ン
タ
ー
と

し
て
の
機
能
や
シ
ョ
ー
ト
・
ス
テ
イ
（
短
期
一
時

入
所
）
の
機
能
を
も
あ
わ
せ
持
つ
複
合
的
施
設
に

し
、
中
間
的
諸
施
設
の
入
所
と
在
宅
療
養
が
循
環

し
得
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
好
ま
し
い
。
政
府
は

中
間
施
設
の
具
体
化
に
際
し
て
、
こ
の
よ
う
な
複

合
機
能
化
を
促
す
よ
う
に
施
設
お
よ
び
運
営
費
の

補
助
シ
ス
テ
ム
を
改
め
る
べ
き
で
あ
る
。

五
　
医
療
と
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の

連
携
の
在
り
方

一
医
療
と
老
人
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
連
携
に
た
め
に

も
う
一
つ
必
要
な
こ
と
は
、
医
療
関
係
の
医
師
．
看

護
婦
と
福
祉
サ
ー
ビ
ス
関
係
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ワ
ー

カ
ー
、
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
等
と
の
人
間
的
連
携
で
あ

る
。
老
人
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
先
駆
国
の
イ
ギ
リ
ス
で

は
、
い
わ
ゆ
る
ホ
ー
ム
・
ド
ク
タ
ー
制
の
た
め
も
あ

っ
て
、
地
域
レ
ベ
ル
で
の
医
療
と
老
人
福
祉
サ
ー
ビ

ス
の
連
携
を
し
易
い
条
件
を
そ
な
え
て
お
り
、
政
策

的
に
も
一
九
七
三
年
に
医
療
・
福
祉
の
合
同
委
員
会

を
県
レ
ベ
ル
に
つ
く
る
こ
と
が
決
め
ら
れ
、
合
同
ケ

ア
計
画
チ
ー
ム
や
プ
ラ
イ
マ
リ
・
ヘ
ル
ス
・
チ
ー
ム

も
つ
く
ら
れ
て
い
る
。
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
も
プ
ラ
イ

マ
リ
・
ヘ
ル
ス
・
ケ
ア
・
チ
ー
ム
を
つ
く
る
試
み
が

な
さ
れ
て
お
り
、
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
の
オ
ル
ガ
ナ
イ

ザ
ー
が
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
役
を
果
た
し
て
い
る
場

合
も
あ
る
。

わ
が
国
で
も
医
療
と
保
健
と
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
人

的
連
携
を
進
め
る
た
め
に
、
さ
し
あ
た
り
試
行
的
に

医
療
、
保
健
、
老
人
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
連
携
さ
せ
る

チ
ー
ム
づ
く
り
を
始
め
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
医
療

と
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
対
象
と
な
る
老
人
が
在
宅
、
中

間
施
設
、
病
院
の
ど
こ
で
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
か
の

決
定
は
、
本
人
の
意
思
を
尊
重
し
っ
つ
、
こ
の
よ
う

な
連
携
チ
ー
ム
か
そ
の
責
任
者
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ

る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
な
お
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
者

の
身
に
な
っ
て
、
そ
の
便
宜
の
た
め
、
窓
口
の
一
本

化
を
図
る
（
利
用
者
が
た
ら
い
回
し
に
な
ら
な
い
よ

う
に
す
る
）
べ
き
で
あ
る
。

二
こ
れ
か
ら
の
わ
が
国
で
は
、
医
療
・
看
護
機
能

を
そ
な
え
た
、
い
わ
ゆ
る
中
間
型
・
複
合
型
福
祉
施

設
と
医
療
・
保
健
・
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
・
老
人

福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
有
機
的
連
携
の
深
い
在
宅
看
護
と

介
護
シ
ス
テ
ム
を
つ
く
っ
て
い
く
こ
と
が
老
人
医
療
、

福
祉
分
野
の
一
つ
の
課
題
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
医

学
教
育
に
お
い
て
も
高
齢
者
が
病
気
や
重
度
の
寝
た

き
り
な
ど
に
な
り
重
介
護
を
要
す
る
よ
う
に
な
る
こ

と
を
防
ぐ
健
康
学
と
老
人
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
関
連
科

目
を
重
視
す
べ
き
で
あ
り
、
福
祉
面
へ
の
配
慮
を
し

つ
つ
総
合
的
な
プ
ラ
イ
マ
リ
・
ヘ
ル
ス
・
ケ
ア
を
行

う
こ
と
を
目
的
と
す
る
医
師
の
養
成
を
重
視
す
べ
き

で
あ
る
。
プ
ラ
イ
マ
リ
・
ヘ
ル
ス
・
ケ
ア
は
、
あ
ま

り
に
も
専
門
化
し
分
化
し
す
ぎ
た
今
日
の
医
療
の
弱

点
を
補
い
な
が
ら
、
包
括
的
、
継
続
的
か
つ
人
間
的

な
医
療
を
患
者
の
地
域
に
お
い
て
行
う
こ
と
を
意
図

す
る
も
の
で
あ
り
、
病
気
と
老
化
の
混
在
す
る
高
齢

者
の
医
療
に
と
っ
て
今
後
、
重
要
性
を
増
す
医
療
で

あ
る
。

今
日
の
医
学
は
高
度
の
専
門
性
を
要
請
さ
れ
る
の

で
、
視
野
の
広
さ
よ
り
も
特
定
傾
城
で
の
専
門
性
が
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●
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
P
A
R
T
Ⅰ
・
社
会
経
済
国
民
会
議

尊
重
さ
れ
る
風
潮
が
あ
り
、
医
師
に
も
そ
の
よ
う
な

専
門
化
志
向
が
強
く
な
っ
て
い
る
が
、
人
口
高
齢
化

の
進
行
に
と
も
な
っ
て
増
加
す
る
高
齢
者
の
ニ
ー
ズ

は
、
六
つ
の
c
で
は
じ
ま
る
機
能
を
持
つ
医
療
・
福

祉
ニ
ー
ズ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
包
括
性
（
c
o
m
・

p
r
e
許
n
s
i
鳶
n
e
s
s
）
、
継
続
性
（
c
o
n
t
i
n
u
i
ギ
）
、
地

域
的
近
隣
性
（
c
。
m
m
已
n
i
t
y
）
、
患
者
と
の
人
間
的

接
触
（
c
。
n
t
a
c
こ
と
を
重
視
し
、
そ
れ
に
治
療

（
c
彗
e
）
だ
け
で
な
く
、
介
護
（
c
a
r
e
）
を
も
あ
わ
せ

て
必
要
と
す
る
人
間
的
な
プ
ラ
イ
マ
リ
．
ヘ
ル
ス
・

ケ
ア
が
こ
と
ほ
高
齢
者
の
医
療
に
は
要
請
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
医
師
お
よ
び
そ
の
他
の
医
療
関
係
者

の
供
給
機
関
は
こ
の
こ
と
を
十
分
に
認
識
し
て
高
齢

化
社
会
の
そ
の
ニ
ー
ズ
に
対
応
す
る
医
師
と
医
療
関

係
者
を
養
成
で
き
る
よ
う
医
学
お
よ
び
そ
の
関
連
教

（
注
り
ご

青
の
在
り
方
を
再
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
こ

の
よ
う
な
性
格
を
も
つ
家
庭
医
に
医
師
が
な
り
た
く

な
る
よ
う
な
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
持
つ
医
療
制
度
に

す
べ
き
で
あ
る
。

回
プ
ラ
ィ
マ
リ
・
ヘ
ル
ス
・
ケ
ア
を
行
う
い
わ
ゆ

る
家
庭
医
は
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
お

い
て
患
者
の
プ
ラ
ィ
マ
リ
・
ヘ
ル
ス
・
ケ
ア
を
行
う

も
の
で
あ
る
が
、
わ
が
国
の
よ
う
に
職
場
が
一
種
の

コ
ミ
ュ
l
＝
ア
イ
的
性
格
を
持
ち
、
職
場
で
と
く
に
健

康
保
険
組
合
が
つ
く
ら
れ
て
い
る
社
会
で
は
、
雇
用

さ
れ
て
働
く
人
の
場
合
に
は
職
場
の
産
業
医
が
プ
ラ

イ
マ
リ
・
ヘ
ル
ス
・
ケ
ア
の
機
能
を
果
た
す
こ
と
が

患
者
に
と
っ
て
も
便
利
で
あ
る
し
、
健
喪
保
持
の
経

営
努
力
を
促
す
上
で
有
益
な
場
合
も
あ
る
。
職
場
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
長
所
を
生
か
し
、
従
業
員
の
健
康
管

理
、
プ
ラ
イ
マ
リ
・
ヘ
ル
ス
．
ケ
ア
、
病
後
の
職
場

復
帰
等
に
つ
い
て
労
使
合
意
の
上
で
、
各
企
業
や
職

場
が
対
応
策
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
は
推
奨
さ
る
べ
き

で
あ
る
。
家
庭
医
と
プ
ラ
イ
マ
リ
・
ヘ
ル
ス
．
ケ
ア
体

制
づ
く
り
に
際
し
て
は
、
わ
が
国
の
こ
の
点
で
の
特

徴
と
長
所
を
生
か
す
よ
う
な
配
慮
が
必
要
で
あ
る
。

頼
家
度
医
の
長
所
は
先
に
述
べ
た
6
c
を
重
視
す

る
総
合
性
に
あ
る
が
、
そ
の
長
所
を
生
か
し
っ
つ
専

門
的
医
療
を
必
要
と
す
る
場
合
に
は
、
専
門
医
療
を

受
け
入
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
家
庭
医
と
専
門

医
お
よ
び
高
度
な
医
療
機
能
を
も
つ
病
院
と
の
有
機

的
連
携
を
可
能
に
す
る
地
域
医
療
シ
ス
テ
ム
を
地
域

ご
と
に
つ
く
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
政
府
は
目
下
、

地
域
ご
と
の
医
療
の
総
合
シ
ス
テ
ム
化
の
圏
域
を
形

成
す
る
に
必
要
と
さ
れ
る
事
項
を
織
り
込
む
た
め
、

医
療
法
の
改
正
を
予
定
し
て
い
る
。

現
在
す
で
に
神
奈
川
県
等
で
は
、
中
間
施
設
や
在

宅
介
護
シ
ス
テ
ム
を
も
考
慮
に
入
れ
た
地
域
保
健
計

画
を
つ
く
り
、
プ
ラ
イ
マ
リ
．
ヘ
ル
ス
・
ケ
ア
を
行

う
第
一
次
医
療
圏
か
ら
第
二
次
、
第
三
次
ま
で
の
医

療
圏
を
形
成
し
、
医
療
圏
内
で
の
総
合
シ
ス
テ
ム
化

を
進
め
る
こ
と
を
計
画
し
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
方

向
で
の
計
画
を
全
国
的
に
進
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ

る
。
な
お
医
療
圏
形
成
に
際
し
て
は
、
福
祉
サ
ー
ビ

ス
を
行
う
福
祉
サ
ー
ビ
ス
圏
と
の
統
合
な
い
し
整
合

化
に
十
分
な
配
慮
を
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な

地
域
で
の
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
含
む
医
療
．
保
健
の
総

合
シ
ス
テ
ム
化
を
進
め
る
上
で
の
必
要
な
法
制
上
の

措
置
を
と
る
と
と
も
に
、
医
療
、
保
健
、
福
祉
サ
ー

ビ
ス
の
傾
城
に
お
け
る
縦
割
り
的
集
権
的
行
政
制
度

を
も
改
め
て
い
く
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

国
家
庭
医
が
一
般
医
と
し
て
の
長
所
を
発
揮
し
っ

つ
、
あ
わ
せ
て
専
門
医
療
に
も
接
近
で
き
る
よ
う
に

す
る
こ
と
は
、
家
庭
医
の
医
療
水
準
を
維
持
す
る
た

め
に
必
要
で
あ
る
。
ま
た
、
家
庭
医
が
高
額
の
医
療

機
器
を
そ
れ
ぞ
れ
持
つ
こ
と
は
、
経
済
的
に
効
率
的

で
な
い
し
、
家
庭
医
の
医
療
費
用
を
課
題
に
す
る
の

で
、
非
常
に
高
額
の
医
療
機
器
に
関
し
て
は
医
療
圏

ご
と
の
適
正
配
置
を
計
画
す
る
と
同
時
に
、
家
庭
医

が
高
額
医
療
機
器
を
共
同
利
用
し
た
り
、
研
修
の
た

め
に
利
用
で
き
る
よ
う
に
す
る
何
ら
か
の
方
法
を
講

ず
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
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（
注
1
）

こ
の
こ
と
は
次
の
式
か
ら
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
、
昭
和

五
十
七
年
の
六
十
五
歳
以
上
の
高
齢
者
比
率
は
九
・
六
％
、

そ
の
一
人
平
均
医
療
哲
は
六
十
四
歳
以
下
の
拘
・
五
倍
で

あ
る
の
で
、
高
齢
者
医
療
費
の
国
民
医
療
青
の
総
柄
に
占

†
s
X
¢
・
o

め
る
割
合
は

×
l
。
。
＝
宣
・
s
一
課
一

l
 
X
¢
。
・
｛
十
ふ
・
s
X
㌣
o

で
あ
る
。
高
齢
者
の
一
人
平
均
医
療
青
が
六
十
四
蔵
以
下

の
人
の
四
．
五
倍
と
い
う
関
係
を
変
え
ず
に
、
高
齢
者
の

人
目
比
率
だ
け
が
二
二
％
に
な
る
と
仮
定
し
た
場
合
に

l
 
X
謡
＋
ふ
・
s
X
柏
N

に
な
る
。

高
齢
者
医
療
青
の
国
民
医
療
費
に
占
め
る
比
重

は
、
同
様
の
計
算
で

ア
s
X
N
柏

＝
s
s
．
。
（
㌔
扉

ヨ
o
 
X
N
 
o

N

y

‥

N

o

‥

ヨ
，
‥

・

ヨ
」
ー
。
．

×
　
l
o
o

ヨ
y
 
X
N
 
y
＋
ヨ
o
 
y
N
 
o

六
十
開
歳
以
下
入
日
比
率

高
齢
老
人
日
比
章
＝
ハ
十
五
歳
以
卜
こ

六
十
四
歳
以
下
の
一
入
平
均
医
療
青

高
齢
者
の
一
人
平
均
医
療
費

＝
ハ
十
五
歳
以
上
一

（
注
す
ニ

ア
メ
リ
カ
で
は
九
〇
以
上
の
豪
産
医
学
流
産
が
あ
る
と

い
う
が
、
家
庭
医
楽
成
の
教
育
を
わ
が
国
で
は
軽
視
し
て

き
た
嫌
い
が
あ
る
。

（
社
会
権
満
国
民
金
醸
庭
療
制
度
間
題
特
別
委
員
会

昭
和
6
0
年
虐
委
員
）

（
◎
印
は
委
員
長
、
〇
印
は
委
員
長
代
理
）

◎
高
橋
正
雄
（
九
州
大
学
名
書
教
授
）

〇
丸
尾
直
美
（
中
央
大
学
教
授
）

（
経
営
側
委
員
）

伝
受
輝
雄
（
東
京
空
港
交
通
㈱
会
長
）

永
田
敬
生
（
日
立
造
船
㈱
代
表
取
締
役
）

河
原
亮
三
郎
（
東
芝
機
械
㈱
相
談
役
）

亀
井
正
夫
（
住
友
電
気
工
業
㈱
会
長
）

西
野
憲
一
郎
（
㈱
芝
浦
製
作
所
相
談
役
）

今
宮
信
雄
（
ア
サ
ノ
コ
ン
ク
リ
ー
ト
㈱
相
談
役
）

奥
村
虎
雄
（
㈲
日
本
鉄
鋼
連
盟
副
会
長
）

森
岡
道
一
（
聞
日
本
産
業
訓
練
協
会
理
事
長
）

野
澤
清
志
（
電
気
事
業
連
合
会
副
会
長
）

（
労
働
側
委
員
）

黒
川
　
武
（
総
評
議
長
）

宇
佐
兼
忠
信
（
同
盟
会
長
）

藁
科
満
治
ニ
中
立
労
連
議
長
）

滝
田
　
実
（
ア
ジ
ア
社
会
問
題
研
究
所
理
事
長
）

宮
田
義
二
　
（
鉄
鋼
労
連
最
高
薪
問
）

塩
路
一
郎
（
自
動
車
総
連
合
長
）

有
村
利
範
（
造
船
重
機
労
連
中
央
執
行
委
員
長
）

田
口
　
学
（
金
石
油
中
央
執
行
委
員
長
）
　
　
ず

田
村
憲
一
（
食
品
労
連
中
央
執
行
委
員
長
）

岡
村
文
雄
（
総
評
労
働
国
民
生
活
局
長
）

中
根
鹿
二
　
（
同
盟
生
活
福
祉
局
長
）

（
学
識
経
験
者
）

郷
司
浩
平
（
㈲
日
本
生
産
性
本
部
会
長
）

藤
純
正
勝
（
労
働
福
祉
事
業
団
理
事
長
）

岩
尾
一
（
大
正
海
上
火
災
保
険
㈱
顧
問
）

山
本
正
淑
（
㈲
厚
生
団
理
事
長
）

中
林
貞
男
（
日
本
生
活
協
同
組
合
連
合
会
会
長
）

宝
樹
文
彦
（
全
逓
生
協
顧
問
）

大
村
潤
四
郎
（
病
院
シ
ス
テ
ム
開
発
研
究
所
常
務

理
事
）

廣
瀬
治
郎
（
健
康
保
険
組
合
連
合
会
専
務
理
事
）

大
森
文
子
（
㈲
日
本
看
護
協
会
会
長
）

佐
々
木
孝
男
（
経
済
社
会
政
策
研
究
会
代
表
）

藤
田
　
晴
（
大
阪
大
学
教
授
）

部
材
敦
子
（
社
会
保
障
研
究
所
研
究
部
長
）

柳
下
秦
一
（
医
事
評
論
家
）

増
田
康
明
（
㈲
共
済
組
合
連
盟
常
務
理
事
）

市
川
　
洋
（
筑
波
大
学
教
授
）

桐
木
適
朗
（
中
央
学
院
大
学
数
授
）

小
寺
　
勇
（
年
金
福
祉
信
用
保
証
㈱
専
務
取
締
役
）

土
田
武
史
（
国
士
館
大
学
専
任
講
師
）

●
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
P
A
R
T
Ⅰ
●
社
会
経
済
国
民
会
議


